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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月２日 １７時３５分ごろ 

発生場所 山梨県富士河口湖町うの
．．

島北東方沖（河口湖中央部） 

 馬乗石山三等三角点から真方位２２４°１,０８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３１.０′ 東経１３８°４４.９′） 

事故の概要  遊覧船MARIMO
マ リ モ

102 は、西南西進中、また、プレジャーボートTRIBE
ト ラ イ ブ

3

は、南進中、両船が衝突した。 

 MARIMO102 は、旅客１人が負傷し、右舷船首部に擦過傷を生じ、ま

た、TRIBE3 は、旅客１人及び乗組員が負傷し、左舷船首部の破口等を

生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊覧船 MARIMO102、５トン未満 

   ２３０－１９７２７山梨、個人所有 

   ５.９４ｍ（Lr）×２.２０ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２１３.００kＷ、平成元年５月 

Ｂ プレジャーボート TRIBE3、１.２トン 

   ２４０－６５１１０山梨、個人所有 

   ５.７０ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１２４.００kＷ、平成２６年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和４９年１２月２０日 

    免許証交付日 平成３１年１月２１日 

           （令和６年１０月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

   二級小型船舶操縦士（１海里限定）・特殊小型船舶操縦士・特

定 

    免許登録日 平成１３年６月１４日 

    免許証交付日 平成２８年９月２８日 

           （令和３年１０月１０日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 軽傷１人（旅客） 

Ｂ 軽傷２人（旅客、乗組員） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に破口及び亀裂、操縦室前面窓に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、旅客５人を乗せ、河口湖内を遊

覧する目的で、令和元年５月２日１７時３０分ごろ河口湖東岸の桟橋

を出発した。 

 Ａ船は、船長Ａが、操縦席に腰を掛けて操縦し、約２０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、富士河口湖町長崎を船首

目標として手動操舵により湖岸に沿って北西進した。 

 Ａ船は、長崎南方沖で左転して西進中、船長Ａが、右舷船首方を確

認した際、他の船舶を認めなかったので、右舷船首方に他の船舶はい

ないと思い、その後、うの
．．

島の北方沖を航行する予定なので左舷船首

方の同島北岸付近に意識を向け、徐々に舵を左に取りながら西南西進

した。 

 Ａ船は、船長Ａが、船首至近に右方から接近したＢ船を認めたもの

の、どうすることもできず、１７時３５分ごろ船首部とＢ船の左舷船

首部とが衝突し、Ｂ船の船首部を乗り越えた。 

 Ａ船は、船長Ａが、負傷者の有無及び浸水が無いことを確認した

後、河口湖南岸の桟橋にＢ船と共に着桟した。 

 旅客５人は、救急車で病院に搬送され、旅客１人が、腰部打撲傷と

診断された。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び乗組員１人が乗り組み、旅客３人を乗せ、河口

湖内の北側水域でウェイクサーフィン（船舶の引き波を利用するサー

フィン）を行っていた。 

Ｂ船は、ウェイクサーフィンを終え、船長Ｂが操縦席に腰を掛けて

操縦し、１７時２０分ごろ機関を微速力前進として約２～３knの速力

で、手動操舵により河口湖南岸の桟橋に向けて帰航を開始した。 

船長Ｂは、帰航開始後、何度か左舷方を見たところ、他の船舶がお

らず、その後、左舷方から接近する船舶がいてもＢ船を避けてくれる

と思い、右舷船首方のうの
．．

島東方沖の干出岩に乗り揚げないように、

同干出岩を確認することに意識を向けて航行を続けた。 

 Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、ふと左舷方を見たところ、至近に接近

するＡ船を認めたものの、どうすることもできず、左舷船首部とＡ船

の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、負傷者の有無及び浸水が無いことを確認した

後、本事故の発生を警察に通報し、Ａ船と共に河口湖南岸の桟橋に着

桟した。 
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旅客３人及び乗組員は、救急車で病院に搬送され、旅客１人及び乗

組員が、頭部打撲傷等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  河口湖付近における本事故当日の日没時刻は、１８時３２分ごろで

あり、１７時３０分ごろにおける太陽高度が約１１°、太陽の真方位 

が約２８０°であった。 

船長Ａは、ふだん、日没間近に本船を運航することはほとんどなか

ったが、本事故当日については、天気が良く、旅客に依頼されたこと

もあり、同日の最終便として本船を運航することとした。 

 船長Ａは、本事故当時、サングラスを使用していなかった。 

 船長Ａは、長崎南方沖で左転した後、湖面に反射した太陽光により

右舷船首方が見えにくい状況となっていたので、Ｂ船を見落としたか

もしれないと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、河口湖内において、西南西進中、船長Ａが、右舷船首方に

他の船舶はいないと思い、左舷船首方のうの
．．

島北岸付近に意識を向け

て航行を続けたことから、右舷船首方から接近するＢ船に気付くのが

遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

 Ｂ船は、河口湖内において、南進中、船長Ｂが、右舷船首方のうの
．．

島東方沖の干出岩を確認することに意識を向けて航行を続けたことか

ら、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。  

原因  本事故は、河口湖内において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が南進中、

船長Ａが、右舷船首方に他の船舶はいないと思い、左舷船首方のうの
．．

島北岸付近に意識を向けて航行を続け、また、船長Ｂが、右舷船首方

のうの
．．

島東方沖の干出岩を確認することに意識を向けて航行を続けた

ため、共に互いが接近する状況に気付くのが遅れ、両船が衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、一方向のみに意識を向けることなく、また、サングラス

を使用するなどその時の状況に応じて周囲の見張りを適切に行

い、接近する船舶を認めた際には、余裕のある時機に衝突を避け

るための動作をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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 写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 


